
区 分 令 和 ６ 年 度

病院事 業 収 益

収

入

支

出

医業収益
医業外収益
老人保健施設事業収益
訪問看護事業収益

特別収益
病院事 業費 用

医業費用
医業外費用
老人保健施設事業費用
訪問看護事業費用

差 額

1,973,290
1,196,462

513,959
217,462
45,316

91
2,075,401
1,723,299

92,360
215,681
44,060

▲ 102,111

単位：千 円令和６年度収支決算報告

※決算額は税抜きです。

令 和 ５ 年 度

1,901,989
1,182,683

474,957
197,084
47,256

9
1,944,819
1,624,008

93,629
184,446

42,736
▲ 42,830

増 減

71,301
13,779
39,002
20,378
-1,940

82
130,582

99,291
-1,269
31,235
1,324

▲ 59,281

一日平均患者数
（ 外 来 ）

158.5人 ( R5：161.3人）

一日平均患者数
（入院 ９９床）

83.1人 ( R5：77.4 人 ）

一日平均利用者数
（老人保健施設 ４５床）

44.1人 ( R5：43.3 人）

一日平均利用者数
（デイケア）

9.6人 ( R5：10.1 人 ）

病床利用率
83.9% ( R5：78.2%）

一日平均利用者数
（訪問看護）

20.4人 ( R5：21.1 人 ）
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令
和
６
年
度
病
院
事
業
決
算
が

令
和
６
年
度
病
院
事
業
決
算
が

確
定
し
ま
し
た
。

確
定
し
ま
し
た
。

●
智
頭
病
院
利
用
状
況

智
頭
病
院
の
利
用
状
況
は
、
令
和
５
年
度
と
比
較
す
る

と
、
入
院
患
者
数
は
５
・
７
％
、
老
人
保
健
施
設
の
入
所

者
数
は
１
・
９
％
増
加
と
な
り
、
病
床
等
の
利
用
率
は
上

昇
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
外
来
利
用
患
者
数
は
、
１
日
あ

た
り
１
・
９
人
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
な
ど
の
受
診
者
数
の
減
少
に
加
え
本

町
の
人
口
減
少
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
、
地
域
医
療
提
供
体
制
の
確
立
の
た
め
に
経
営
強

化
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
今
後
も
利
用
者
の
確
保
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
多
く
の
皆
さ
ん
に

「
か
か
り
つ
け
医
」
と
し
て
利
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

第
一
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
鳥
取
市
内
の
急
性
期
病
院
か

ら
の
患
者
受
入
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
で
、
病
床
利
用

率
の
向
上
に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

●
支
出
の
状
況
に
つ
い
て

支
出
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
人

件
費
や
光
熱
費
な
ど
の
経
費
が
上

昇
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
全
国

的
な
賃
金
上
昇
に
伴
う
給
与
改
定

や
処
遇
改
善
の
実
施
、
医
療
・
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
す
る

た
め
の
人
材
確
保
に
よ
り
、
人
件

費
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
す
。
ま
た
、
電
気
代
や
燃
料

代
、
食
材
な
ど
の
材
料
費
に
つ
い

て
も
物
価
の
高
騰
が
続
い
て
お

り
、
総
費
用
を
押
し
上
げ
る
要
因

と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
収

入
確
保
と
経
費
節
減
の
取
り
組
み

に
注
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

智
頭
病
院
は
か
か
り
つ
け
医
と

し
て
、
今
後
と
も
町
民
の
皆
さ
ん

が
住
み
慣
れ
た
地
域
や
自
宅
等
で

暮
ら
し
続
け
て
い
た
だ
く
た
め
、

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
取
り

組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
退

院
後
は
、
必
要
に
応
じ
て
訪
問
診

療
や
訪
問
看
護
、
デ
イ
ケ
ア
な
ど

を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と

で
在
宅
で
過
ご
し
な
が
ら
、
療
養

を
両
立
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
体

制
を
整
え
て
い
ま
す
の
で
、
い
つ

で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。


